


皆さまには、平素より仙台銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。�

本年も皆さまに、仙台銀行をより一層ご理解いただき、身近な銀行としてご利用いただけ

るようミニディスクロージャー誌「mini REPORT2005」を作成いたしました。最近の業績

や経営方針等についてわかりやすく掲載されておりますのでご高覧いただければ幸いです。�

また、より詳細な当行のデータにつきましてはディスクロージャー誌「REPORT2005」

に掲載しておりますので、併せてご覧ください。�

金融機関をとりまく環境は一段と厳しさを増しておりますが、私どもは、平成17年4月よ

り開始した「好品質計画」への取り組みにより、地域へ役立つ力を高め、地域に真に必要な金

融機関として皆さま方に評価・選択される銀行となれるよう邁進してまいります。�

今後とも引き続き一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。�
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取締役頭取�

金融サービス業にふさわしい企業風土づくりを目指して�

個人情報保護に関する当行の方針�

預金保険制度�

地域の皆さまとともに�

業績のハイライト（個別情報）�

不良債権の状況�……………………………………………16

……………………………14

………………………………………8

ごあいさつ�

当行の経営方針�………………………………………………1

…2

リレーションシップバンキングの�
機能強化計画について�……………………………………12

…………………………………………………6

……………………4



当行の経営方針�

■中期経営計画「ステップ・アップ・プランⅡ」の体系図�

1

　当行は、昭和26年に宮城県知事の提唱により、宮城県の中小企業の金融円滑化を目的に、宮城県が資

本金の4割を出資して設立されました。「宮城県の中小企業の方々のために役立つ」ことは私たちの企

業使命です�

　平成16年4月からスタートした中期経営計画「ステップ・アップ・プランⅡ」では、「内部管理体制の精度

向上と健全経営の堅持」を業務運営の基本とし、「コア業務純益40億円体制の確立」と「企業風土の改

善・改革のさらなる進展」を計画目標に定めております。役職員の行動キーワードに「その声にお応えし

ます」を掲げ、役職員一人ひとりがお客さまの様々な声に真摯に耳を傾け、お客さまに真に満足いただけ

るような新たな商品やサービスを創造・提供していくことで、長期的かつ良好なお取引関係を築いていき

たいと考えております。�

当行は宮城県の中小企業の方々のための地域金融機関です。�

お客さまの声にお応えし、「地域へ役立つ力」を高めていきます。�

●営業体制・個々人の営業力の�
　強化�

●リテール取引の拡充・推進�

●法人・個人事業主取引の�
　拡充・推進�

●役務取引等利益の拡充・増強�

●お客さま重視の業務運営の徹底�

●有価証券運用の強化�

コンプライアンス・リスク管理の精度向上�

コア業務純益40億円�

体制の確立�

企業風土の改善・改革の�

さらなる進展�

内部管理体制の精度向上と�

健全経営の堅持�

営業戦略�

●業務運営システムの再構築�

●営業店・店舗外ATM体制�
　見直し�

●グループ連携の強化�

業務再構築�
戦　　　略�

●新人事制度の適正運用�

●融資取引先開拓・�
　コンサルティング能力の向上�

●業務処理力の向上�

人材育成�
活用戦略�

経営目標� 行動指針� 計画目標� 基本戦略� 主要施策�

地
域
か
ら
最
も
信
頼
さ
れ
、地
域
に
最
も
貢
献
す
る
銀
行
�

《お客さまから支持される》�

期待される金融サービスを�
スピーディーに提供提案する�

●元気をくれる銀行�

●頼れる、期待できる銀行�

●ともに成長する銀行�

親切・誠実な対応を実践する�
《お客さまからの信頼を高める》�
●安心して取引できる銀行�

●お客さまを大切にする銀行�

●親しみやすい銀行�

その声に�
お応えします�

─地域へ役立つ力を高める─�

行動のキーワード�
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金融サービス業にふさわしい企業風土づくりを目指して�

「メインバンク」というだけではなく、気持ちのこもった応対と心配りで、�

お客さまの心に“余韻が残る”銀行でありたい。�

「品質」は、形のある商品を持たない銀行のようなサービス業において、「私たちの対応力こそが品質である」とい
う考えに立ち、接客力だけでなく、サービス力や提案力等を向上し、仙台銀行の品質を高めていこうと考えたものです。�

「好」は、“お客さま・株主さま・地域社会”から、仙台銀行をもっと好きになっていただけるような新しい施策を講じて
いこうという思いを込めております。�

「好品質計画」とは、「お客さま・株主さま・地域社会・職員」という4つのステークホルダーの満足向上を実現す
るため、全役職員が「新しい価値観・新しい思考様式・新しい行動」に取り組むことで、企業価値を高め、企業風土改革を

実現していくことを目的にしております。�

株主さまの満足�
お客さまの満足�

地域社会の満足�

当行で働く�
職員の満足�

「好品質計画」をスタートしました。�

「好品質計画」とは？�

　仙台銀行では、平成17年4月から、お客さまの心に余韻が残るようなサービスを提供し、お客さまから支持さ

れていく金融サービス業にふさわしい企業風土づくりを目指し、「好品質計画」を開始いたしました。�
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金融サービス業にふさわしい企業風土づくりを目指して�

◆「本部対応力アンケート」を実施いたしました。�

営業店職員を対象に、本部各部での対応力等をアンケート調査いたしました。本アンケートを参考に本部職員に対して、営業店バ

ックアップに向けた意識づけを徹底いたします。�

◆営業店の営業時間内における来客・会議を削減しております。�

営業時間である9：00～15：00の間、本部における来客や会議を削減し、本部職員の離席時間を減らしております。これにより営

業店からの問い合わせに対して、スピーディーかつスムーズに対応するようにしております。�

◆本部から営業店への電話連絡方法を見直しました。�

営業時間である9：00～15：00の間、本部から営業店への連絡方法を見直し、営業店がお客さまへの対応に集中できるようにし

ております。�

①上記時間は、ＦＡＸ・Ｅメールを使用し、通話時間を削減しております。�

②電話連絡の時間帯を原則16時以降といたします。�

◆改善ホットラインを新設いたしました。�

業務運営や本部対応をはじめとする、営業店からのあらゆる意見・改善アイディアを受付ける担当窓口を設けました。意見・アイデ

ィア等は、本部・営業店職員で構成される「企業風土改革会議」で協議し具体化していきます。�

◆本部・営業店の意見交換会を実施いたします。�

改善ホットラインへの意見をはじめとした営業店の様々な要請に対応するため、本部職員が営業店に訪問し活発に意見交換を行

います。�

－　本部による営業店バックアップ体制を強化するために　－�

具体的な取り組み�

―　営業店のお客さまへの応対力を高めるために　―�
●「お客さまアンケート」を実施いたしました。�

　平成17年3月1日～31日に実施

いたしました「お客さまアンケート」

により、窓口応対等の評価や改善要

望等を提案いただきました。本アン

ケートを参考に、さらなる改善に向

けて取り組んでまいります。本アン

ケートは昨年から開始しており、今

後も継続して実施してまいります。�

●全職員が鏡を机上において執務しております。�

　机上の鏡で常に自分の

表情を確認し、にこやか

な応対を実践しておりま

す。電話応対時の応対力

向上のために採用してい

る企業も多く、当行にお

いても営業店・本部で一

斉に実施しております。�

●朝の開店時に、全職員が起立してお客さまをお迎えしてお

　ります。�

　朝のさわやかな挨拶で、

お客さまをお迎えし、ご来

店いただいたことへの感

謝の気持ちをお伝えして

おります。�

●窓口ネームプレートを設置いたしました。�

　窓口カウンターに担当

者のネームプレートを設

置しました。お客さまに

第一線で接する担当者と

して、一層の責任感と信

頼感を高め、応対力の向

上を図ってまいります。�

�
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個人情報保護に関する当行の方針�

平成17年4月1日に「個人情報保護法」が施行されました。�

ここでは、「個人情報保護」に関する当行の方針等について�

ご説明いたします。�

　当行では、お取引のあるお客さまの個人情報や業務の適正な運営確保のために取得した個人情

報を安全に管理し、お客さまのご希望に沿って利用することが私どもに課せられた義務であると認

識しております。�

　当行は、以下に掲げた事項を遵守し､お客さまの個人情報の保護に最善を尽くすことをここに宣

言いたします｡�

○個人情報に関するお問い合わせや苦情の受付�
　株式会社仙台銀行　推進部お客さまセンター�

　　〒980-8656　仙台市青葉区一番町二丁目１番１号�

　　ＴＥＬ022-225-8241（代表）　受付時間：月～金曜日9：00～17：00(土・日･祝日を除きます。)�

�
※当行は、金融分野における認定個人情報保護団体である全国銀行個人情報保護協議会の会員です。全国

　銀行個人情報保護協議会の苦情・相談窓口（銀行よろず相談所）では、会員の個人情報の取扱いについ

　ての苦情・相談をお受けしております。�

○苦情・相談窓口�
　全国銀行個人情報保護協議会　http://www.zenginkyo.or.jp/pdpc�

　　ＴＥＬ03-5222-1700またはお近くの銀行よろず相談所�

�
※当行は、日本証券業協会の特別会員です。同協会の証券あっせん・相談センターでは、特別会員の個

　人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。　�

○苦情・相談窓口�
　日本証券業協会　証券あっせん・相談センター　http：//www.jsda.or.jp/　　�

　　ＴＥＬ03-3667-8008またはお近くの証券あっせん・センターの各支部�

●個人情報保護に関する法令等を遵守いたします。�

●個人情報を適正に取得、利用または提供いたします。�

●個人情報保護への取り組みの維持・改善に努力いたします。�

●個人データの管理方法について適切な措置を講じ、漏えい防止等に努力いたします。�

●保有個人データの開示・訂正等･利用停止等のご請求に対応いたします。�

お客さまの個人情報保護に関する宣言�

●個人情報の取扱いおよび安全管理措置に関するご質問・苦情に適切に対応いたします。�

○個人情報の開示･訂正等･利用停止等のご依頼方法については右ページをご覧下さい。�
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個人情報保護に関する当行の方針�

　お客さまの個人情報の開示・訂正等・利用停止等を銀行にご依頼いただく際の手順は次のとおり

です。�

個人情報の開示・訂正等・利用停止等のご依頼方法�

　各依頼書を当行本支店の窓口または当行HP（http://www.sendaibank.co.jp/）からダウンロード

して取得してください。�

○開示依頼書�

○訂正等依頼書�

○利用停止等依頼書�

1.依頼書の取得�

当行本支店窓口またはご郵送でご提出してください。�

○ご提出（ご郵送）いただく書類�
　・依頼書（開示依頼書・訂正等依頼書・利用停止等依頼書）�

　・本人確認書類（運転免許証・パスポートの写し　など1通）�

〈郵送先〉�

　〒980-8656　仙台市青葉区一番町二丁目1番1号�

　株式会社　仙台銀行　推進部お客さまセンター�

2.依頼書を提出�

お客さまへ郵送（本人限定郵便）にてご通知いたします。�

開示手数料はすべて口座振替にてお支払いただきます。�

〈開示手数料〉�

　・個人情報基本項目（氏名・住所・生年月日・電話番号等）…1項目につき210円�

　・取引履歴・口座番号　…1項目につき525円�

　・その他　…1項目につき1,050円�

　なお、上記と併せて一律、配達証明郵送料（基本料金）800円をご負担いただきます。�

3.当行よりお客さまへご通知�

開示依頼書� 訂正等依頼書� 利用停止等依頼書�

開示依
頼書�

訂正等
依頼書

�

利用停止
等依頼書

�

本人確
認書類

�
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預金保険制度�

預金保険制度による預金等の保護範囲が�

平成17年4月より変わりました。�

ここでは、預金保護のしくみについてご説明いたします。�

　預金保険制度とは、万が一金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等（以下、「預金者」とい

います）の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的とする制度です。�

預金保険制度とは�

　ペイオフとは狭い意味では、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者に保険金を預金保険機構から直接支払う方

式のことを指します。�

　このほかに、預金全額保護の特別措置が終了するということ、すなわち、万が一金融機関が破綻したときには、預金

等のうち元本1,000万円を超える部分とその利息等が一部カットされることがあるという意味で、例えば「ペイオフ解

禁」というように使われることもあります。�

　「ペイオフ解禁」といっても、すぐに預金がカットされるわけではありません。�

ペイオフとは�

預金保険制度による預金保護の方法�

・銀行（日本国内に本店のあるもの）　　　・信用金庫　　　　　　・信金中央金庫　　　　　・信用組合　　　　�
・全国信用協同組合連合会　　　　　　　・労働金庫　　　　　　・労働金庫連合会�

　預金保険制度による預金保護の方法には次の2つがあります。�

　いずれの方式を選択しても、預金保護の範囲は変わりません。�

①保険金支払方式（これをペイオフといいます）�
　万が一金融機関が破綻した場合に、預金者に保険金を預
　金保険機構から直接支払う方式�

②資金援助方式�
　万が一金融機関が破綻した場合に、譲受金融機関に付保
　預金（預金保険で保護される預金）などを引継ぐ方式�

預金保険制度の対象となる金融機関は次のとおりです。�

①保険金支払方式�

■預金保護の概略�

（ペイオフ）�

②資金援助方式�

金融庁・預金保険機構作成「預金保険制度（預金保護のしくみ）」より�

預金、取引先等の引継ぎ�

一般預金者�

預金保険機構�

破綻�
金融機関�

譲受金融機関（受皿会社）�

支払い�

資金援助�

清算� ・全額保護される預金�
・元本1,000万円までとその利息等�
・1,000万円超の部分も破綻金融機関の財産状況に応じ
　て支払います（一部カットされることがあります）�

一般預金者�
・全額保護される預金�
・元本1,000万円までとその利息等�
・1,000万円超の部分も破綻金融機関の財産状況に応じ
　て支払います（一部カットされることがあります）�

消滅�

※日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や、日本国内に本店のある金融機関の海外支店は対象外です。�
※農林中央金庫、農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。�

払い戻し�
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預金保険制度�

　預金保険の対象となる預金等は次のとおりです。�

預金保険の対象となる預金等�

当座預金�
普通預金�
別段預金�

定期預金�
定期積金�
ビッグ�
ワイド等�
�

全　額　保　護�

平成14年4月～平成17年3月末まで� 平成17年4月以降�

預
金
保
険
の
対
象
預
金
等�

（注1）決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。�
（注2）当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業（事業）の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が�
　　　1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります（例えば、2行合併の場合は2,000万円）。 �
（注3） 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。�

利息がつかない等の3要件を満たす�
預金（注1）は全額保護（恒久措置）�

合算して元本1,000万円（注2）までとその利息等（注3）を保護�
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます�

（一部カットされることがあります）�

外貨預金�
譲渡性預金�
ヒット等�
�

対
象
外
預
金
等�

保護対象外�
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます�

（一部カットされることがあります）�

平成14年度においては、当座預金、普通預金、別段預金については、特定預金として全額保護となっていました。その後、平成14年の預金保険法の改正により、平
成15、16年度においては、当座預金、普通預金、別段預金は決済用預金とみなされ、全額保護となっていました。�

（注）�

　金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等（「付保預金」といいます）の額は、平成17年4月以降、保険の

対象となる預金等のうち、決済用預金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金）に

該当するものは全額であり（恒久措置）、それ以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万

円までとその利息等となります　 。�

　保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並

びにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。�

　当行では、お客さまの疑問・不安にお答えするために、「ペイオフ相談窓口」を設置しております。専門のファイナンシャ

ル・プランニング技能士がペイオフや預金保険制度に関するさまざまな相談に丁寧・的確にお答えします。詳しくは、推進部

個人営業課までお問い合わせください。また、当行本支店窓口に預金保険制度のリーフレットを備え付けております。�

（注）�

預金保険の対象となる預金等� 預金保険の対象とならない預金等�

●預金（右欄の預金を除きます）�
●定期積金�
●掛金�
●元本補てん契約のある金銭信託（貸付信託を含みます）�
●金融債（保護預り専用商品に限ります）�
●上記を用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の�
　積立金の運用に係る預金等�

●外貨預金　●譲渡性預金　●オフショア預金�
●日本銀行（国庫金を除きます）・対象金融機関の預金（確定拠出�
　年金の積立金の運用部分を除きます）�
●預金保険機構の預金　●無記名預金�
●他人・架空名義預金　　●導入預金�
●元本補てん契約のない金銭信託�
●金融債（保護預り専用商品以外のもの）�

推進部個人営業課　TEL022-225-8602　�
受付時間：月～金曜日　9：00～17：00�
　　　　　　　　　（土日祝日を除きます。）�

関連ホームページ�
もご覧ください。�

預金保険機構�
金　融　庁�
金融広報中央委員会�

http://www.dic.go.jp/�
http://www.fsa.go.jp/�
http://www.saveinfo.or.jp/

預金等の保護の範囲�
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当行は、「地域から最も信頼され、地域に最も貢献する銀行」を目指して、�

宮城県に密着した企業活動を展開し、�

地域の皆さまとのより高い信頼の構築に努めております。�

当行の預金の状況� 宮城県内の預金の状況�

当行における地域貢献活動とは� 地域に密着した企業活動�

■営業店数と職員数� （平成17年3月末現在）�

宮城県内�

宮城県外�

合　　計�

70ヵ店�

1ヵ店�

71ヵ店�

営業店数�

98.59%�

1.41%�

100.00%

構成比�

787人�

7人�

794人�

職員数�

99.12%�

0.88%�

100.00%

構成比�

　当行は、昭和26年に宮城県知事の提唱により、

「宮城県の中小企業の金融円滑化」を目的に、宮

城県が資本金の4割を出資して設立された地域

金融機関です。「宮城県の中小企業の方々のた

めに役立つ」ことが、当行の企業使命であり、地域

貢献であると考えております。�

　具体的には、事業資金やローンの提供という資

金供給にとどまらず、経営相談やコンサルティン

グ業務等を通じて中小企業の活動を多面的に支

援していくこと、つまり、「中小企業経営のサポー

ター」としての役割・機能を一層高めていくこと

です。また、各種セミナーや講演会等の開催、地

域行事への参加を通じて、宮城県の地域発展に

努めてまいります。�

　当行では営業店71カ店のうち70カ店を宮城

県内全域に設置しております。県外は東京支店の

みです。職員配置についても794人のうち宮城

県内に787人を配置しております。�

　また、お客さまの利便性を高めるため、平成17

年3月末現在、宮城県内広域に店舗外ATMを

110ヵ所、CDを1ヵ所設置し、ネットワークの充

実を図っております。�

■預金残高�
■宮城県内の預金残高�

（平成17年3月末現在）�（カッコ内は、構成比率を表します。）�

（平成17年3月末現在）�
（カッコ内は、構成比率を表します。）�

　当行では、平成17年3月末現在、宮城県内のお

客さまより7,148億円お預りし、当行の預金残高

全体の99.73％となっております。�

　宮城県内のお客さまよりお預りしている預金残

高のうち、定期性預金は3,799億円、流動性預金

は3,341億円であり、当行の宮城県内の預金残

高に占める割合は定期性預金53.15％、流動性

預金46.74％となっております。�

うち宮城県内　7,148億72百万円（99.73％）�

仙台地区�
4,167億72百万円�
（58.14%）�

県外地区�
19億52百万円�
（0.27%）�

沿岸地区�
588億16百万円�
（8.21%）�

県央地区�
656億77百万円�
（9.16%）�

県北地区�
840億59百万円�
（11.73%）�

県南地区�
895億46百万円�
（12.49%）�

合　計�
7,168億24百万円�
（100.00%）�

定期性預金�
3,799億43百万円�
（53.15%）�

別段・納税�
準備預金�

55億64百万円�
（0.78%）�

通知預金�
33億84百万円�
（0.47%）�

外貨預金�
8億円�

（0.11%）�

当座預金�
136億94百万円�
（1.92%）�

貯蓄預金�
127億28百万円�
（1.78%）�

普通預金�
2,987億57百万円�
（41.79%）�

合　計�
7,148億72百万円�
（100.00%）�
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当行の貸出金の状況� 宮城県内の中小企業への貸出状況�

宮城県内への資金供給�

　当行では、地域経済の発展に貢献するため、中

小企業の方々への事業資金や個人のお客さまへ

の住宅ローンなど、幅広い資金ニーズにお応えし

ております。�

　平成17年3月末現在、宮城県内への貸出金残

高は4,903億円であり、当行の貸出金残高全体

の97.92％となっております。�

　当行では、設立の原点である「地域の中小企業

の方々のために役立つ」ことに徹して、企業経営

を進めております。�

　平成17年3月末現在、宮城県内の貸出のうち、

中小企業への貸出金残高は2,330億円であり、

当行の宮城県内への貸出金残高の47.53％と

なっております。�

■貸出金残高� ■宮城県内の貸出金残高�（平成17年3月末現在）� （平成17年3月末現在）�（カッコ内は、構成比率を表します。）�

（カッコ内は、構成比率を表します。）�

うち宮城県内　4,903億2百万円（97.92％）�

仙台地区�
3,475億64百万円�
（69.42%）�

県外地区�
103億92百万円�
（2.08%）�

県南地区�
438億20百万円�
（8.75%）�

沿岸地区�
289億9百万円�
（5.77%）�

県央地区�
344億64百万円�
（6.88%）�

県北地区�
355億43百万円（7.10%）�

合　計�
5,006億95百万円�
（100.00%）�

中小企業�
2,330億26百万円�
（47.53%）�

個人�
（個人事業主を含む）�
1,610億71百万円�
（32.85%）�

地方公共団体�
558億円�

（11.38%）�

その他�
404億4百万円�
（8.24%）�

合　計�
4,903億2百万円�
（100.00%）�

（平成17年3月末現在）�

　当行では、宮城県内のお客さまからお預りした預金7,148億72百万円の68.58％を宮城県内の中小企

業や個人のお客さまなどへご融資し、地域への円滑な資金供給を行っております。�

宮城県内の預金者�

4,903億2百万円�

68.58％�

7,148億72百万円�

100%

仙台銀行�

宮城県内の中小企業等�
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当行は、地域の皆さまのお役に立つ幅広い金融サービスの提供を通じて�

地域経済の活性化に努めております。�

「法人融資推進チーム」の設置� 「情報センター」の設置�

属　性�

割　合�

個人�

53.2％�

住宅業者�

46.8％�

■属性別相談割合（平成17年3月末現在）�

曜　日�

割　合�

平日（月～金曜日）�

72.7％�

土・日曜日�

27.3％�

■平日および土・日曜の相談割合（平成17年3月末現在）�

方　法�

割　合�

電話�

59.7％�

来店�

40.3％�

■相談方法別割合（平成17年3月末現在）�

　　　0120－3000－39�
　営業時間　平　日　9：00～20：00�
　　　　　　土・日10：00～17：00�
　●祝日・振替休日は休業（ただし、祝日と土・日曜日が重複するときは営業いたします。）�
　●12月31日～1月3日は休業�

　平成16年4月より、お取引先企業への営業・経

営支援を目的に、推進部法人営業課内に「情報セ

ンター」を設置いたしました。�

　本センターでは、お客さまのさまざまなニーズ

にお応えするため、M＆A・不動産・取引先支援等

の最新情報をご提供し

ております。�

　平成16年8月に、推進部法人営業課内に「法

人融資推進チーム」を設置いたしました。お客さ

まの新規事業などへの取り組みや目利きを要す

る案件等を取扱い、スピーディーに対応しており

ます。�

　また、平成16年7月よりビ

ジネスローン「クイックパート

ナー」の取扱いを開始し、ビ

ジネスチャンスをタイムリー

にサポートしております。�

　平成17年3月末現在で、

283先に対し5億6百万円ご

融資いたしました。�

　個人のお客さまや住宅業者の方々が、平日の

夕方や休日に住宅ローンのご相談等をしていた

だけるように、本店5階に住宅ローンプラザを設

置しております。�

　プラザでは、個人・住宅業者の双方のお客さまに

ご利用いただいている

ほか、電話によるご相談

も受け付けております。

休日も多くのお客さま

にご利用いただいてお

ります。�
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公益信託「仙台銀行まちづくり基金」� 定期講演会・相談室�

平成16年度助成先�
『とよま日根牛太鼓「桜乃会」』（登米市）�

●「宮城県ＣＬＯ」取扱開始（平成16年5月まで）�

●「住宅ローンプラザ」営業時間延長�

●「情報センター」設置�

●亘理支店　新築移転�

●「夏の感謝祭」実施�

●金利優遇住宅ローンの充実�

　お客さまの幅広いニーズにお応えするため、金利優

　遇住宅ローンにおいて従来の3年固定金利型に5年

　固定金利型、10年固定金利型を追加しました。�

●住宅ローン2年固定金利型の追加�

　金利優遇に2年固定金利型を追加しました。�

●「スーパーフリーローン」お申込件数5万件突破�

●「みやぎ企業再生スキーム」創設に関する協定締結�

4月�

�

�

5月�

6月�

�

�

�

�

7月�

�

8月�

9月�

●「新春経済講演会」開催�

　講師　経済評論家・キャスター　西村　晃　氏�

●「好品質計画」開始�

　お客さま、株主さま、地域社会から仙台銀行をもっと

　好きになっていただくために、「好品質計画」を実施

　しております。�

●「夏の感謝祭」実施（平成17年7月末まで）�

　日頃から仙台銀行をご愛顧いただいているお客さま

　方へ、抽選で宿泊をプレゼントいたします。�

1月�

�

4月�

�

�

�

6月�

●「秋季講演会」開催�

　講師　政治評論家　屋山　太郎　氏�

●法人向け「仙台銀行インターネットビジネスバンキ

　ングサービス」取扱開始�

●「決済用普通預金」取扱開始�

●「冬の感謝祭」実施�

11月�

�

�

�

12月�

●定期講演会�

トピックス（平成16年4月～平成17年6月）�

平成16年�

平成17年�

　宮城県内でまちづくり活動等に取り組んでいる

方々を応援するため、平成4年6月に創業40周

年記念事業として公益信託「仙台銀行まちづくり

基金」を設立いたしました。�

　設立以来13年間で37先、総額5,100千円の

助成を行っております。平成16年度は5団体に

助成金を交付いたしました。�

　毎年、時局や景気をテーマに本店9階講堂で講演
会を開催し、地域の方々に広く聴講していただいて
おります。�
　定期講演会は昭和51年から開催し、平成17年3
月末現在で、秋季講演会は29回、新春経済講演会は
30回を開催しております。�
　平成16年度は両講演会に約500名のお客さま
にご参加いただきました。�

●相談室�
・法律相談室�
　当行顧問弁護士による法律無料相談を本店2階
相談室にて毎月一回開催しております。（予約制）�
・税務相談室�
　東北税理士会派遣の税理士による税務無料相談
を本店2階相談室にて毎月一回開催しております。�
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当行では、平成15年8月に「リレーションシップバンキングの機能強化計画�

（以下、「機能強化計画」）」を策定し、平成17年3月の計画期間終了まで、中小企

業の再生と地域経済の活性化に向けた様々な施策に取り組んでまいりました。�

①人材の育成と態勢の整備に努め、企業のライフステージに応じた種々の問題解決型サービスの充実を目指します。�

② 収益管理体制の整備を図り、採算性、効率性を重視した業務活動による安定した収益力の確保と財務体力の向上に繋

　げてまいります。�

③ 試行、改善を通して蓄積した経験知を拡げ活用することにより、地域金融へのニーズに対し、的確かつ迅速な対応を目

　指します。�

　「機能強化計画」は、当行の経営理念である「地域から最も信頼され、地域に最も貢献する銀行」を踏まえ、中

小企業の再生と地域経済の活性化等に向け、計画期間中（平成15年4月～平成17年3月）の当行の取り組み事

項を取りまとめたものです。計画期間中の2年間、これまで以上に地域の皆さまのお役に立てるよう、本計画を

着実に実行してまいりました。�

基 本 方 針 �

① 人材育成を強化し、個々の職員の一層のレベルアップ

　を図ります。�

② 本部内に企業サポート情報を集積、活用する「情報セ

　ンター」を設置し、取引先企業からの経営相談等に的

　確かつ迅速に対応できる体制をつくります。�

③ 産学官、政府系金融機関等との連携を強化し、多様な

　サービスの提供に努めます。�

④ 平成15年4月より取扱いを開始した無担保・第三者

　 保証人不要の事業性貸出「サポートみやぎ」等、新た

　な融資手法に積極的に取り組みます。�

中小企業金融の再生に向けた取り組み�

① 過去の担保不動産の処分実績を検証し、担保評価方

　法の見直しを検討します。�

② 取引先企業の信用格付登録を推し進め、信用格付制

　度の一層の充実を図ります。�

③ 信用格付データの整備、充実に努め、同データを審査

　業務、企業支援、商品開発等に活用します。�

健全性の確保、収益性の向上等に向けた取り組み�

「機能強化計画」の概要�
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「リレーションシップバンキングの機能強化計画」については、当行ホームページでもご覧いただけます。�
ホームページhttp://www.sendaibank.co.jp/

人材の育成と組織体制の強化�

・関連する研修に延べ253名参加、通信教育を延べ585名受講するなど、個々の職員のスキルアップに努めました。�

・企業の様々なニーズへ迅速、的確に対応するため、本部内に企業サポートに関する「情報センター」を設置いた

　しました。�

・業種ごとのスペシャリスト育成と、より精度の高い融資対応の観点から、業種別審査体制を開始いたしました。�

新たな企業再生手法への取り組み�

・宮城県中小企業再生支援協議会の積極活用、あるいはＤＩＰファイナンス（民事再生法により再建中の企業に対す

　る融資）に取り組むなど、新たな企業再生手法の活用に努めました。�

要注意先債権等の健全債権化等への取り組み�

・企業支援室、企業支援プロジェクトチームを中心に、お取引先企業への各種提案、経営相談に努めた結果、支援

　対象453先のうち、103先の債務者区分がランクアップいたしました。�

●�

�

�

�

�

●�

�

�

●�

中
小
企
業
金
融
の
再
生
に
向
け
た
取
り
組
み
�

健
全
性
確
保
、収
益
性
の
�

向
上
等
に
向
け
た
取
り
組
み
�

創業・新事業支援、経営相談、早期事業再生等の機能強化�

「サポートみやぎ」の発売�

・信用格付けを活用した無担保・第三者保証人不要の事業性貸出「サポートみやぎ」を平成15年4月より発売し、

　平成17年3月末における取扱累計は2,361件、180億円となりました。�

ＣＬＯ（ローン担保証券）への取り組み�

・宮城県他3県連携のＣＬＯに参加し、34先、11億円の取扱い実績を挙げました。�

担保・保証へ過度に依存しない融資への取り組み�

・民法改正に合わせて、包括根保証の廃止を行うとともに、第三者保証人のあり方について見直しを実施し、関係

　規程の改定を行いました。�

●�

�

�

●�

�

●�

新しい中小企業金融への取り組み�

担保不動産評価方法等の検証�

・不動産担保評価システムにおける評価方法の合理性と処分実績から見た評価精度について検証を行いました。�

信用格付システムの検証�

・信用格付システムについて、外部専門機関による監査を実施いたしました。�

地域貢献に関する情報開示�

・平成15年7月以降に発行いたしました、ディスクロージャー誌およびミニディスクロージャー誌に、より詳しい情

　報を掲載いたしました。�

●�

�

●�

�

●�

資産査定、信用リスク管理の厳格化�

「機能強化計画」の進捗状況（平成15年4月～平成17年3月）�

  当行では、経営目標に基づき日頃より地域に密着した業務活動に努めてまいりました。機能強化計画はそのよ

うな日頃の活動の更なる活性化を目指したものであり、地域の皆さまの様々なニーズにお応えすべく、種々の施

策に取り組みました。�

　主な取り組みは下記のとおりですが、平成15年4月～平成17年3月までの2年間に予定しておりました取り

組みはほぼ計画どおりに実行いたしました。�

　当行では、機能強化計画終了後におきましても引き続き、本計画の各施策について、より一層の機能充実・運

用強化を図っていくとともに、継続的に取り組んでまいる所存です。�



　預金残高は、7,168億24百万円（前期比0.5％

減）となりました。法人預金等が減少したものの、

主力の個人預金は平成17年3月末残高で5,240

億83百万円（前期比3.１％増）と堅調に推移しまし

た。貸出金残高は、中小企業向け貸出が減少した

ものの、住宅ローンや地方公共団体向け貸出が堅

調に推移したこと等から5,006億95百万円（前期

比0.0％増）となりました。�

　有価証券残高は、市場動向を勘案しリスクの分

散を図りながら、資金の効率的かつ安定した運用に

傾注し、1,816億26百万円（前期比3.4％増）と

なりました。自己資本比率（国内基準・単体）は、前

期比0.33ポイント上昇し8.33％となりました。�

預金・貸出金残高、有価証券残高、�
自己資本比率（単体)について�

預金・貸出金残高�
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　平成17年3月期決算の経常収益は、180億

37百万円（前期比2.2％増）、経常利益は18億

85百万円（前期比214.5％増）、当期純利益は

12億86百万円（前期比121.9％増）と増収増

益となりました。また、銀行本来の収益力を表す

コア業務純益は34億81百万円（前期比25.1％

増）となりました。�

　経常収益の増加要因は、期中における貸出金

の平均残高が増加したことにより、貸出金利息収

入が増加したことなどによるものです。また、経

常利益、当期純利益の増加要因は、経常収益が増

加したことに加え、お取引先の業績回復や当行の

経営改善支援効果等により貸倒償却引当費用が

前期に比べ減少したことなどによるものです。�

損益の状況について� 経 常 収 益 �

当行の平成17年3月期決算の業況について�

当行では中期経営計画「ステップ・アップ・プランⅡ」に基づき、業容の�

拡大と財務基盤の強化に努めてまいりました。�

業績のハイライト（個別情報）�

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（単位：億円）�

平成13年3月期�平成14年3月期�平成15年3月期�

7,150 7,121

4,703 4,727

預金残高�貸出金残高�

平成16年3月期�

7,163

4,759

7,209

5,005

平成17年3月期�

7,168

5,006

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（単位：百万円）�

平成13年3月期�

20,277 20,846

平成14年3月期�

18,859

平成15年3月期�

17,642

平成16年3月期�

18,037

平成17年3月期�



15

経常利益・当期純利益�

有価証券残高�

業務純益・コア業務純益�

自己資本比率（単体）�

業績のハイライト（個別情報）�

9
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0

（単位：％）�

平成13年3月期�

8.15

平成14年3月期�

7.82

平成15年3月期�

7.71

平成16年3月期�

8.00

平成17年3月期�

8.33
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（単位：億円）�

平成13年3月期�

1,815

平成14年3月期�

1,788

平成15年3月期�

1,745

平成16年3月期�

1,756

平成17年3月期�

1,816

1,750

1,000

1,250

1,500

750

500

250

0

（単位：百万円）�

平成13年3月期�

平成14年3月期�

経常利益�当期純利益�

平成15年3月期�平成16年3月期�

799

6,154

3,714

445

998

428

599579

平成17年3月期�

1,885

1,286

※コア業務純益とは、業務純益から一般貸倒引
　当金繰入額及び債券売買等の損益を控除し
　た金額をいいます。�
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（単位：百万円）�

平成14年3月期�

コア業務純益� 業務純益�

3,358

7,073

平成15年3月期�

3,206

4,497

平成16年3月期�

2,780

3,270

平成13年3月期� 平成17年3月期�

3,481
3,692

445

2,150
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不良債権の状況�

自己査定の債務者区分に基づく債権と金融再生法開示債権及びリスク

管理債権の3つについては、債権の対象範囲や分類方法がそれぞれ異

なっていますが、それぞれの対比を表すと概ね下表のようになります。�

自己査定�リスク管理債権�

破綻先債権� 3,609（0.72％）�

延 滞 債 権 � 22,677（4.52％）�

3カ月以上延滞債権� 248（0.04％）�

貸出条件緩和債権� 5,848（1.16％）�

貸出金残高�500,695

合計　32,384（6.46％）�

債 権 額 �

■貸出金残高に占めるリスク管理債権額の割合�

リスク管理債権額�

貸出金�
× 100

9.0�

8.0�

7.0�

6.0�

5.0�

4.0�

3.0�

2.0�

1.0�

0.0

（単位：％）�

平成17年3月期�平成13年3月期�平成14年3月期�平成15年3月期�平成16年3月期�

（算出方法）�

7.23

6.466.64

8.49
8.42

正 常 先 � 416,120

破 綻 先 � 3,649

実質破綻先� 8,007

破綻懸念先� 14,733

要 管 理 先 �要
注
意
先�

7,859

56,359要 管 理 先 �
以外の要注意先�

合計　506,730

債 権 額 �

※対象資産は、貸借対照表の貸出金及び外国為替、その他
　資産中の未収利息・仮払金、支払承諾見返です。�

※対象資産は、貸出金です。（　）は、貸出金に対する割合です。�

リスク管理債権、自己査定、金融再生法開示債権の関係、貸出金等の状況（個別ベース）�

リスク管理債権�
　銀行法に基づく「リスク管理債権」は、貸出金のみが対象となり
ます。個々の貸出金ごとに「破綻先債権」、「延滞債権」、「3ヵ月以
上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」に分類し各債権額を開示い
たします。�
　平成17年3月末における個別ベースでの開示債権額は、323
億84百万円（平成16年3月末比38億13百万円減）となりました。�

自己査定�
　自己査定とは、銀行が保有する個々の資産について、
回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに従
って区分し、適正な償却・引当を行うための準備作業です。�
　自己査定では、債務者の状況等に応じて「破綻先」、「実
質破綻先」、「破綻懸念先」、「要注意先（「要管理先」と「要
管理先以外」）」、「正常先」に区分いたします。�



17

不良債権の状況�

金融再生法開示債権�

正 常 債 権 �債務者の財政状態及び経営成績に
特に問題がないものとして、上記3
つの債権以外のものに区分される
債権。�

危 険 債 権 �債務者が経営破綻の状態には至っ
ていないが、財政状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元
本の回収及び利息の受取りができ
ない可能性の高い債権。�

破産更生債権�
及びこれらに�
準ずる債権�

破産手続開始、更生手続開始、再生
手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対
する債権及びこれらに準ずる債権。�

要管理債権�３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件
緩和債権。�

分　類� 内　容�

合　　計�

担保保証等�貸倒引当金�
保全率�
（B/A）�

債権額�
（A）�

保全額�
（B）�

金融再生法開示債権� 金融再生法開示債権の保全内訳�

破産更生債権�
及びこれらに�
準ずる債権�

11,657

危 険 債 権 �

要管理債権�

14,733

6,097

破産更生債権�
及びこれらに�
準ずる債権�

11,657

危 険 債 権 �

要管理債権�

14,733

6,097

32,487

11,657

12,981

1,996

26,634

7,460

10,681

1,080

19,221

4,196

2,300

916

7,413

100.0％�

88.1％�

32.7％�

81.9％�

正 常 債 権 � 474,242

合計　506,730

自己査定の債務者区分�

破 綻 先 � 法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者。�

要管理先� 要注意先のうち、債権の全部又は一部が要管理債権であ
る債務者。�

実質破綻先� 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないもの
の、深刻な経営難の状況にあり、再建の見通しがない状
況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥って
いる債務者。�

破綻懸念先� 現状は経営破綻の状況にないが、経営難の状態にあり、
経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。�

正 常 先 � 業況が良好であり、かつ財務内容も特段の問題がない
と認められる債務者。�

要管理先以外�
の要注意先� 今後の管理に注意を要する債務者。�

リスク管理債権�

貸出条件�
緩和債権�

債務者の経営再建又は支援のために、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄等、債務者に有利となるよう融資条件を緩和した貸出金。（破
綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権を除く。）�

3カ月以上�
延滞債権�

元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している貸出金。�
（但し、破綻先債権、延滞債権を除く。）�

延滞債権� 未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を
図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金。�

破綻先債権� 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかっ
た貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）
のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイか
らホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金。�

分　類� 区　分�内　容� 内　容�

※正常債権以外�※対象資産は、貸借対照表の貸出金及び外国為替、その他
　資産中の未収利息・仮払金、支払承諾見返です。�

要
注
意
先�

─用語の説明─�

債 権 額 �

　開示している不良債権の全てが回収不能となるわけではありません。�

開示債権には、担保保証等や貸倒引当金により保全されている部分も含ま

れています。�

（平成17年3月末現在、単位：百万円）�

金融再生法開示債権�
　金融再生法に基づく「金融再生法開示債権」は、銀行の保有する債権（貸出金のほか支払承諾見返等を含む）を債務者（借り
主）の状況に応じて、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権（個別の貸出金単位）」、「正常債権」
に分類し各債権額を開示いたします。�
　平成17年3月末における個別ベースでの開示債権額は、正常債権を除き324億87百万円（平成16年3月末比38億50百
万円減）となりました。�
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岩 出 山 支 店 �
鳴 子 支 店 �
�
登 米 支 店 �
米 川 支 店 �
佐 沼 支 店 �
中 田 町 支 店 �
津 山 支 店 �
高 清 水 支 店 �
瀬 峰 支 店 �
岩 ケ 崎 支 店 �
築 館 支 店 �

（301）�
（302）�
（303）�
（304）�
（305）�
（306）�
（309）�
（307）�
（308）�
�
（401）�
（402）�
（407）�
（408）�
（403）�
（404）�
（405）�
（409）�
（406）�
�
（501）�
（508）�
（502）�
（505）�
（506）�
（504）�
（507）�
�
（601）�
（602）�
（604）�
（609）�
（603）�
（503）�
（608）�
（606）�
（607）�

0224-25-5211�
0224-63-2251�
0224-72-1167�
0224-53-2245�
0224-55-1140�
0223-22-2185�
0223-34-2131�
022-382-3141�
022-384-3636�
�
022-365-2156�
0225-22-2121�
0225-93-8651�
0225-57-2121�
0225-53-4181�
0226-46-3670�
0226-36-2006�
0226-42-2616�
0226-22-6960�
�
0229-22-2020�
0229-52-3511�
0229-39-1118�
0229-43-2203�
0229-63-2274�
0229-72-1078�
0229-83-2261�
�
0220-52-2370�
0220-45-2041�
0220-22-2547�
0220-34-3941�
0225-68-2311�
0228-58-3121�
0228-38-3771�
0228-45-2131�
0228-22-2206

東 京 支 店 �（781）�03-3663-5781

（平成17年6月末現在71カ店）�

■創　業　昭和26年7月5日�
■資本金　74億85百万円�
■本　店　仙台市青葉区一番町二丁目1番1号�
■店舗数　71ヵ店（宮城県内70ヵ店、東京1ヵ店）�

■行員数　794人�
　　　　（男子587人、女子207人）�
■預　金　7,168億円�
■貸　出　5,006億円�
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仙 台 銀 行 の 概 要 �（平成17年3月末現在）�

仙

台

市

�

店舗のご案内�

店　　名� （店コード）� 店　　名� （店コード）�電話番号� 電話番号�

古紙配合率100％再生紙�
を使用しています。�

このカタログは大豆油インキ�
で印刷しています。�

〒980-8656 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号�
TEL. 022-225-8241（代）�
平成17年7月発行／株式会社仙台銀行 企画部�

［ホームページアドレス］http://www.sendaibank.co.jp/
このミニ・ディスクロージャー誌は、仙台銀行をより分かりやすくご理解いただくために経営内容のポイントを�
簡単にまとめ個別で作成しております。詳細については、ディスクロージャー誌　REPORT　2005をご覧下さい。�


